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資料１



第２０回協議会での事務局提案事項 ①

運送事業の取引環境・労働時間改善について荷主等へ広く周知するため、

日本経済新聞（中国版）に広告２本を掲載

昨年９月と１１月に国土交通省が実施した調査では、物流の２０２４年問題に直面後も荷待ち・荷役時間
は２０２０年度調査時と比べてほぼ横ばいとなっており、引き続き関係者全体で物流改善に取り組む必要
性がある。
また、本年４月には改正物流効率化法及び改正貨物自動車運送事業法が施行され、荷主や物流事業
者が物流効率化のために取り組むべき措置を講じることの努力義務化や、トラック事業者が荷主と運送
契約を締結する際に契約内容を書面化し相互に交わすことなどが義務化される。
本年度、標準的な運賃が改正されたことに伴い、協議会では荷主関係団体への要請活動を実施したとこ
ろではあるが、長時間の荷待ち・荷役時間の解消、関係者の物流効率化への取組、多重下請け構造是正
によりトラック事業の取引環境・労働環境を改善していくためには、引き続き荷主や消費者への相互理解
を求めていくことが必要である。
そのため、協議会として、荷主・消費者に向けて改正概要やトラック輸送を取り巻く現状の広報・周知や
荷主関係団体に対して文書による要請活動を引き続き実施してはどうか。

事務局提案事項 第２０回資料（抜粋）
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広報・周知活動について

令和7年１２月３日
日本経済新聞掲載

令和7年１１月１２日
日本経済新聞掲載
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第２０回協議会での事務局提案事項 ②

岡山県トラック協会主催の物流合同説明会＆トラック乗車会を後援

【趣旨】

トラック運送事業の労働環境改善には人材不足解消が必要であるとして、本年度、協議会では物流企
業合同説明会＆トラック乗車会を開催し、雇用に繋がった企業もあるなど一定の成果があったところ。一
方で、参加者からはトラック運転業務への不安を抱える意見もあり、トラック運転業務を正確に理解して
もらうためには、トラック業界のネガティブなイメージの払拭や個社ごとの特性・魅力を知ってもらう必要
がある。

また、トラック運転者の年齢構成比は全産業平均に比して高い傾向にもあり、継続的な雇用の確保に
よる年齢層の平準化は物流を維持していくうえで必要不可欠と考えられる。

以上を踏まえ、協議会として実施する人材確保の取組を、本年度のみで終わることなく、関係機関が
連携して継続的に実施していくことはどうか。

事務局提案事項 第２０回資料（抜粋）
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物流企業合同説明会＆トラック乗車会の開催

第１回の開催は、トラック協会研修会館（北区青江）で合同企業説明会を実施し、続いてトラック協会運転練習場（東区中尾）に場所を移して実施した結

果、求人企業数は１７社と多く出展いただいたが、求職者がそれ以下の１２名となったこと。また、移動に約１時間を要し、さらに運転体験の順番待ちの

ため予定より、多くの時間を費やした。このことから第２回の説明会及び運転体験は、トラック協会運転練習場で実施した。

第２回の求人企業はスペースの関係から７社と絞ったが、求職者は２０名となったことから、まんべんなく企業説明を受けることができ、さらに待ち時

間を活用して運転体験ができた。

また、第２回の求職者は２０代５名、３０代２名、４０代５名など比較的若い年齢層であった。

求職者からは「同時に比較できて良かった」「会社訪問につながった」などの声。

アンケート結果でも非常に満足が１４名、満足５名と好結果であり、複数人が就職に至ったことから、

今後も運転練習場を中心に開催するととも、岡山市以外の他の地域での開催も検討する。
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（第２回）
令和８年１月１０日（土）
トラック協会運転練習場
出展企業  ７社
求職者 ２０名

（第１回）
令和７年１０月２５日（土）
トラック協会研修会館及び
トラック協会運転練習場
出展企業 １７社
求職者  １２名
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第２０回協議会での事務局提案事項 ③

岡山運輸支局による法改正の背景等情報の共有及び岡山労働局・岡山県トラック協会による運
賃・料金の計算方法やトラックGメンに寄せられた運賃交渉を受けた荷主の反応事例について、情報
を得ることで今後の運賃等契約交渉を円滑に進めることができるよう、トラック協会が例年開催している
原価計算セミナー等の場を活用して説明してはどうか。

事務局提案事項 第２０回資料（抜粋）

令和７年度に開催した「物流パートナーシップセミナーin備北」、「第２回物流

を支えるパートナーシップセミナー」、「美作支部パートナーシップセミナー」

「適正原価の実現に向けた『標準的運賃』活用セミナー」の場を活用し、トラッ

ク・物流Gメンに寄せられた情報や荷主の反応を提供。



パートナーシップセミナーの様子

第２回物流を支えるパートナーシップセミナーの参加者アンケートの結果では、「現状の構造的問題の背景がわかった（一般）」「

普段聞けない内容であった（製造業）」など満足、やや満足が８６％（第１回は９０％）と高評価であった。また、「どの視点から見て

も物流は必須。荷主として意識を高く持ち協力していきたい（メーカー）」などセミナーの意図が伝わっていることから第３回の開

催を進める。

また、各地域においても荷主の皆様へ各種法改正の周知、ご理解とご協力が必要であることから、引き続き取り組む。 7

物流パートナーシップセミナーin備北
・令和７年７月１６日（木）
・新見文化交流館（まなびの広場）
・演題
（第１部）
「トラック・物流Ｇメンの活動状況」
（第２部）
「トラック運送業界の現状と
最近の法改正について」

美作支部パートナーシップセミナー
・令和８年２月２５日（水）
・津山鶴山ホテル
・演題
（第１部）
「今後のトラック行政の動きと
トラック・物流Ｇメンの活動について」
（第２部）
「下請法は取適法へ
～改正ポイントの説明～」
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